
下請業者について社会保険等の加入状況を確認 
（施工体制台帳で確認） 

加入・適用除外 未加入 

下請業者における社会保険等の加入が確認できる 
書類の提出について（請求） 

指定期間内（原則３０日以内）に社会保険等の加入が確認できる書類の提出を請求 

発注者⇒受注者 

下請業者における社会保険等の加入が確認できる 
書類の提出について（回答） 

加入が確認できる書類を提出 

受注者⇒発注者 

１次下請業者の場合 ２次以下の下請業者の場合 

社会保険等未加入対策 確認フロー図 

 

 

 

 

提出 
未提出または 
提出書類不備 

未提出または 
提出書類不備もしくは 
特別の事情がない場合 

特別の事情がある場合 提出 

ペナルティなし 
指名停止措置 

工事成績評定点の減点 
ペナルティなし 

指名停止措置 
工事成績評定点の減点 


